
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

一
號
 
平
成
元
年
十
二
月

最
澄

の
大
乗
戒
壇

に
つ
い
て

高

佐

宣

長

最
澄
の
畢
生
の
念
願
が

<大
乗
戒
壇
建
立

匠
あ

つ
た
こ
と
は

く
常

(1
)

識

で
あ
る
。
そ
れ
は
生
前
に
於
い
て
は
果
た
さ
れ
ず
、
没
後

一
週
間

を

へ
た
弘
仁
十
三
年

(八
二
二
)
六
月
十

一
日
の
官
符

(「允
許
大
乗
戒
官

符
」
)に
よ

つ
て
勅
許
さ
れ
た
、
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
『
傳
教
大
師
研
究

別
巻
』
所
牧
の

「傳
教
大
師
關
蓮
年
表
」
の
同
日
の
項

に
も
、
《
比
叡

(2
)

山
に
圓
頓
戒
壇
建
立
勅
許
の
官
符
下
る
》
と
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
官

符
は
大
乗
戒
を
允
許
し
た
も
の
で
あ
つ
て
も
大
乗
戒
壇
を
允
許
し
た
も

の
で
は
な
い
、
と
の
學
説
が
あ
り
、
更
に
は
、
最
澄
に
は
戒
壇
建
立
の

意
志
は
な
か
つ
た
、
と
の
議
論
す
ら
な
さ
れ
て
來
て
ゐ
る
。

本
稿
で
は
、
從
来

の
か
う
し
た
研
究
成
果
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

(3
)

こ
の
問
題
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
編
田
尭
穎
師
で
あ
る
。

師
の
圭
張
の
眼
目
は
、
弘
仁
十
三
年
六
月
十

一
日
の
官
符
は

『
四
條

式
』
の
允
許
で
あ

つ
て
大
乗
戒
壇
の
そ
れ
で
は
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
に

あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
幅
田
師
は
、
官
符
の
文
言
を
吟
味
す
れ
ば
明
ら

か
で
、
そ
こ
に
は

『
四
條
式
』
や

『
顯
戒
論
』
を
奉
る
際

の
上
表
文
が

引
用
さ
れ
る
の
み
で
戒
壇
の
語
は
見
當
た
ら
な

い
か
ら
、

と

し

て

ゐ

る
。
(幅
田
師
は
、
内
容
的
に
は
大
乗
圓
頓
戒
の
允
許
で
あ
る
と
は
言
ひ
得
る
、

と
も
述
べ
て
ゐ
る
。
し
か
し
大
乗
戒
壇
建
立
を
允
許
し
た
官
符
と
は
速
言
出
來

な
い
、
と
す
る
。
)

 
更
に
師
は
、
「
允
許
大
乗
戒
官
符
」
が
大
乗
戒
壇
建
立
の
允
許

で

な

い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
次
の
三
粘
を
指
摘
す
る
。

(一
)
、
最
澄の
事
蹟
に
戒
壇
建
立
を
願
ひ
出
た
こ
と
が
全
く
な
く
、

そ
の

著
作
中
に
も
戒
壇
建
立
と
い
ふ
文
字
は
見
當

た
ら

な

い
。
(『
一
心
金

剛
戒
膿
秘
決
』
等
匠
比
叡
山
に
戒
壇
建
立
の
こ
と
を
記
す
も
僑
撰
。
)

(
二
)
、
戒
壇
が
叡
山
に
造
立
さ
れ
た
の
は
天
長
四
年

(八
二
六
)
五
月
で
、

官
符
以
來
約
五
年
を
経
て
ゐ
る
。
最
澄
が
身
命
を
賭
し
、
滅
後
や
う

や
く
得
た
、勅
許
が
戒
壇
建
立
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
傑
出
し
た

多
く
の
門
下
が
五
年
も
放
置
す
る
筈
は
な
い
。

(
三
)
、
『
傳
述

一
心
戒
文
』
巻
中

「
造
戒
壇
講
堂
料
九
萬
束

下

近

江

國

文
」
に
よ
る
と
、
戒
壇
・建
立
を
朝
延
に
願
ひ
出
た
の
は
、
最
澄
没
後
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三
、
四
年
を
経
た
、
二
租
義

眞
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
關
蓮
し
て
、
石
田
瑞
麿
博
士
は
、
最
澄
が
九
州
及
び
東
國
を

巡
化
し
た
際
に
筑
前

・
下
野
の
戒
壇
を
覗
察
し
、
叡
山
で
の
戒
壇
建
立

の
参
考
に
し
よ
う
と
し
た
、
と
す
る
考

へ
方
を
批
到
し
な
が
ら
、

こ
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
最
澄
は
弘
仁
五
年
の
頃
か
ら
戒
壇
院
建
立
を
計

画
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
は
最
澄
に
戒
壇
院

建
立
の
意
志
が
無
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
「學
生
式
」
及
び

上
表
文
、
『顯
戒
論
』
な
ど
、
あ
る
い
は

『傅
述
一
心
戒
文
』
、『叡
山
大
師

傅
』
の
ど
れ
を
見
て
も
戒
壇
院
建
立
の
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
史
料
は

ま
っ
た
く
な
い
し
、
ま
た
実
際
問
題
と
し
て
梵
網
菩
薩
戒
単
受
の
円
戒
が
そ

の
授
受
に
戒
壇
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
戒
壇
建
立

(
4
)

の
意
志
が
な
か
っ
た
こ
と
に
就
い
て
は
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る

と
述
べ
、
幅
田
師
の
著
作
の
該
當
箇
所
を
註
記
し
て
ゐ
る
。

か
う
し
た
輻
田
、
石
田
爾
氏
の
學
説
に
封
し
て
、
道
端
良
秀
博
士
に

(
5
)

よ
る
反
論
が
あ
惹
。
博
士
の
議
論
は
聯
か
纏
ま
り
と
論
理
的
整
合
性
を

鉄
く
嫌
ひ
な
し
と
し
な
い
が
、

そ
の
大
略
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

 
す
な
は
ち
、
幅
田
師
の
議
論

は
字
句
に
と
ら
は
れ
過
ぎ
て
ゐ
て
最
澄

の
精
神
を
く
ん
で
ゐ
な
い
。
弘
仁
十
三
年
六
月
十

一
日
の
官
符
は
、
最

澄
の

『
山
家
學
生
式
』
を
始
め
、

一
蓮
の
上
表
や

『顯
戒
論
』
に
封
し

て
の
允
許
で
あ
り
、
輩
な
る

『
四
條
式
』
に
樹
し
て
の
允
許
で
は
な
か

つ
た
。

つ
ま
り
は
最
澄
の
畢
生
の
念
願
に
樹
す
る
允
許
で
あ

つ
た
。
そ

し
て
、
最
澄
の
念
願
と
は
、
菩
薩
曾
-
小

乗
戒
を
捨
離
し
、
大
乗
菩

薩
戒
の
み
を
受
け
、
大
僧
と
し
て
、
國
家

・
肚
會
の
た
め
に
、
菩
薩
行

を
行
ず
る
僧
-
の

養
成
に
あ

つ
た
。
肝
要
な

こ
と
は
、
南
都
佛
教
か

ら
濁
立
し
、
僧
綱
の
統
制
下
を
離
れ
、
叡
山
猫
自
の
菩
薩
曾
を
作
る
た

め
の
、
大
乗
戒
建
立
で
あ
り
、
そ
の
大
乗
菩
薩
戒
を
授
受
す
る
戒
場
こ

そ
、
大
乗
戒
壇
で
あ
る
。
從
つ
て
、
大
乗
戒
壇

こ
そ
最
澄
畢
生
の
念
願

で
あ
る
。
「
允
許
大
乗
戒
官
符
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
大
乗
戒
を
授

受

す

る
戒
壇
の
允
許
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
官
符
は

『
四
條
式
』
の
上

つ
た
三
年
後
の
も
の
で
あ
り
、
輩
に

『
四
條
式
』
だ
け
の
允
許
と
見
る

べ
き
で
な
い
。
ま
た
、
光
定
の

『
傳
述

一
心
戒
文
』
巻
中

「
造
戒
壇
講

堂
料
九
萬
束
下
近
江
國
文
」
に

《
先
師
預

戒
壇

弟
子
謬
預
二戒
壇
院

(6
)

知
事

経
暦
撒
日
、
欲
レ成
ニ
此
院

不
二
幾
之
間

大
師
遷
化
。
》
と
あ

る
の
は
、
明
ら
か
に
最
澄
に
戒
壇
建
立
の
意
志
が
あ
つ
た
こ
と
を
物
語

つ
て
ゐ
る
。
と
。

三
氏
の
議
論
は
、
珈
か
齪
み
合
つ
て
ゐ
な
い
か
の
如
く
で
も
あ
る
の

で
、
問
題
を
整
理
し
た
い
と
思
ふ
。
第

一
の
問
題
は
、
弘
仁
十
三
年
六

月
十

一
日
の
官
符
に
よ
つ
て
允
許
さ
れ
た
事
柄

は
何
か
、
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
第
二
は
、
最
澄
の
思
想
と
し
て
、
戒
壇
建
立
と
い
ふ
こ
と
が

あ
る
の
か
否
か
、
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
畢
生
の
念
願
と
言
は
る

べ
き
も
の
か
否
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

三
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
未
整
理
の
ま
ま
論
じ
て
ゐ
る
傾
向
が

あ
り
、
そ
れ
が
他
者
の
議
論
の
多
少
の
誤
解
に
も
繋
が
つ
て
ゐ
る
や
う

匠
感
ぜ
ら
れ
る
。
二
つ
の
問
題
は
、
無
論
大
い
に
關
蓮
は
す
る
に
も
せ

最
澄
の
大
乗
戒
壇
に
つ
い
て

(高

佐
)
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最
澄
め
大
乗
戒
壇
に
つ
い
て

(高

佐
)

よ
、

あ
く
ま
で
別
問
題
で
あ
り
、
最
澄
の
思
想
の
通
り
が
朝
延
に
よ
つ

て
允
許
さ
れ
る
訣
で
も
な
け
れ
ば
、
勅
許
さ
れ
た
こ
と
だ
け
が
最
澄
の

思
想
だ
と
い
ふ
訣
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
官
符
の
内
容
と
最
澄
の
思
想

内
容
は

三
先
づ
別
箇
の
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第

一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
先
づ
官
符
の
文
自
禮
に
當
た

る
べ
き
で
あ
ら
う
。

ス

ル

ノ

ヲ

〇
允

二許

大
乗
戒

一官

符

ス
ル

ニ

ノ

ヲ

ク

レ

ノ

ハ

ツ
テ

ニ

ジ

カ
ラ

ノ

モ

検
二
傅
燈
法
師
位
最
澄
奏
状
一儒
。
夫
如
來
制
戒
随
レ機
不
レ
同
。
衆
生
襲
心

ナ

リ

ニ

ト

ト

ハ

ニ
シ

ヲ

ト

ト

ハ

ノ

ナ

リ

ミ

大
小
亦
別
。
所
以
文
殊
豆
盧

上
座
異
レ位
。 
一
師
十
師

鵜
麿
各
別
。
望

フ

ニ

ノ

テ

ニ

ノ

講
。
天
台
法
華
宗
年
分
度
者
二
人
。
於
二比
叡
山
一毎
年
春
三
月
 
先
帝
國

ノ

リ
テ

ノ

ニ

メ

セ

チ

シ
テ

サ

ル
ヲ

ヲ

忌
日
。
依

法
華
経
制

一令

二得
度
受
戒

傍
即

一
十

二
年

不
レ
聴
レ
出

レ山
。

ノ

ヲ

メ

ン

ス

ル

ヲ

レ

バ

チ

ノ

ソ
デ

ク

ハ
リ

ニ

ノ

四
種
三
昧
。
令
レ得

修
練
幻

然

則
。

一
乗
戒
定

永
傅
二聖
朝

山
林
精

ク

メ
ソ

ニ

ン
デ

ヘ
テ

ヲ

ソ
デ

テ

ス

レ
バ

ル
ニ

ノ

ヲ

ク

ズ

進
遠
勧
二
塵
劫
叩
謹

副

別
戒

一謹

以
上
奏
。
者

被
二
右
大
臣
宣

一僻
。
奉
レ

ヲ

ロ
シ

ク

ル

ニ

レ

バ

シ

ク

シ

テ

リ

テ

ニ

フ

ヲ

ラ

バ

セ

ヨ

勅

宜

依
二
奏
状

者

省
宜
二
承
知

依
レ
宣
行
レ
之
。

符
到

奉
行
。

シ

シ(7
)

弘
仁
十
三
年
六
月
十

一
日

今
こ
の
官
符
の
文
言
を
詳
細
に
検
討
す
る
だ
け
の
紙
籔
の
鉄
裕
が
な

い
が
、

こ
れ
を

『
四
條
式
』
の
允
許
と
限
定
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
か
と
言
つ
て
、
戒
壇
を
云
云
し
て
ゐ
な
い

こ
と
も
確
か
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
戒
壇
允
許
と
見
る
こ
と
も
出
來
な

(8
)い

。
結
局

『山
家
學
生
式
』
や

『
顯
戒
論
』
等
に
圭
張
さ
れ
た
、
大
乗

(9
)

戒
の
猫
立
が
認
可
さ
れ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

た
だ

し
、
戒
壇
に
燭
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
と
言

つ
て
、
戒
壇
を
禁
止
し
て
ゐ
る

訣
で
は
な
い
筈
で
、
戒
の
授
受
に
は
當
然
戒
壇

の
存
在
が
豫
想
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
官
符
匠
よ
つ
て
大
乗
戒
壇
も
允
許

さ

れ

て

ゐ

る
、
と
解
繹
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ら
う
。
直
接
に
允
許
し
て
ゐ
る
事

柄
は
、
あ
く
ま
で
大
乗
戒
の
猫
立
で
あ
る
が
。

 
次
に
、
最
澄
に

戒
壇
建
立
>

の
思
想
が
あ

つ
た
の
か
ど
う
か
匠
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

既
述
の
通
り
、
道
端
良
秀
博
士
は
、
最
澄
に
戒
壇
建
立
の
意
志
が
あ

っ
た
と
し
、
そ
の
文
謹
と
し
て
、
『傳
述

一
心
戒
文
』
の

一
節
を
引

用

(
1
0
)

し
て
ゐ
る
が
、
博
士
の
引
か
れ
た
文
言
と
同
様
な
内
容

の
、
よ
り
明
確

な
記
述
が
、
同
じ

『傳
述

一
心
戒
文
』
の
巻
下

の
冒
頭
に
あ
る
。

ル

ノ

テ

ヘ

リ

ニ

ハ

ヲ

去
「弘
仁
九
年
。
先
大
師
。
宛

一行

戒
壇
院
別
當

傅
燈
大
法
師
位
義
眞

同

ニ

テ

ヘ
リ

ニ

ハ

ヲ

ジ

ク

シ

テ

ノ

時
宛
二行

戒
壇
院
知
事

傅
燈
法
師
位
光
定
叩
二
人
同
レ 
心
。
十
五
年
間
。

ス
ヲ
(
1
1
)

成
二辮
先
師
之
願

ま
た
、
同
じ
く

『傳
述

一
心
戒
文
』
の
雀
上

「
承
先
師
命
建
大
乗
寺

文
」
に
は
次
の
や
う
匠
あ
る
。

ラ

ム

ケ

ヲ

ス

ヲ

リ

ケ

ノ

弘
仁
九
年

四
月

二
十

六
日
五
更
。
奉
レ
資

二國
主

獲
レ
願
奉
レ
資
輔
一
切
天
神
地

ヲ

セ

ル

ヲ

メ

ン

セ

ニ

ム
ヲ
(
1
2
)

紙

起
二恨
怨
一神
祇
等
。
令
輔一離
苦
得
樂

故
定

九
院

九
院
の
語
は
、
所
謂

『
三
部
長
講
會
式
』
等

に
も
見
ら

れ

る
も

の

の
、
九
院
の
具
騰
的
内
容

の
記
述
や
戒
壇
院
の
文
字
は
見
當
た
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
『
九
院
事
』
に
は
、
第
五
番
目
に
戒
壇
院
が
上
げ

ら

れ

(
1
3
)

て
ゐ
る
。

以
上
の
や
う
な
文
讃
か
ら
、
最
澄
に
戒
壇
建

立
の
思
想

・
意
志
が
あ
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つ
た
こ
と

は
、
ほ
ぼ
間
違
ひ
な
い
と
言
つ
て
可
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。

實
を
言

へ
ぽ
、
幅
田
師
に
し
て
も
、
最
澄
に
戒
壇
建
立
の
思
想
が
あ

つ
た
こ
と
自
膿
は
否
定
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
り
、
弘
仁
十
三
年
六
月

十

一
日
の
官
符
は
戒
壇
建
立
の
允
許
で
は
な
い
、
最
澄
は
戒
壇
建
立
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
を
願
ひ
出
て
は
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
の
が
そ
の
主
張
で

あ
る
。〔光

定
は
〕
宗
祀
の
入
寂
に
當
り
、
戒
壇
建
立
の
宿
志
を
途
げ
ん
事
を
托
せ

ら
れ
、
爾
來
夙
夜
遺
命
を
奉
じ
、
嵯
峨
上
皇
並
び
に
台
閣
の
卿
相
を
渤
読

し
、
途
に
天
下
三
戒
壇
の
外
に
、
一
乗
戒
壇
を
租
山
に
開
創
す
る
に
至
つ
た

(
1
4
)

の
で
あ
る
。

と
師
が
記
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
最
澄
に
戒
壇
建
立
の
思
想
自
騰
は
あ
つ

(
1
5
)

た
と
認
め
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ら
。

さ
う
な
る
と
、

石
田
博
士
が
幅
田
師
の
學
説
を
受
用
す
る
際
に
勇
み

足
を
し
て
し
ま

つ
た
こ
と
に
な
ら
う
が
、
最
澄
に
は
戒
壇
建
立
の
意
志

は
な
か
つ
た
と
言
明
し
て
ゐ
る
石
田
博
士
自
身
に
も
次
の
や
う
な
記
述

が
あ
る
。

〔最
澄
は
弘
仁
九
年
の
〕
四
月
二
十
六
日
に
は

「奉
資
國
主
。
獲
願
奉
資

一

切
天
神
地
砥
。
起
恨
怨
神
祇
等
。
令
離
苦
得
樂
。」
の
目
的
を
も

っ
て
九
院

を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
戒
壇
院
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

(
1
6
)

の
経
営
に
は
義
真
を
別
当
に
、
光
定
を
知
事
に
宛
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

柳
か
揚
足
取
り
じ
み
た
指
摘
と
な
つ
た
が
、
と
も
あ
れ
、
最
澄
に
戒

壇
建
立
の
思
想

・
意
志
が
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
疑

へ
な
い
こ
と
で
あ

ら
う
。

で
は
、
最
澄
が
畢
生
の
念
願
、

生
涯
の
宿
願

と
し
て
大
乗
戒
壇
建
立

を
考

へ
て
ゐ
た
、
と
言
つ
て
可
い
か
、
と
な
る
と
、

こ
れ
は
ま
た
別
問

題
で
あ
る
。

既
引
の

『
傳
述

一
心
戒
文
』
巻
下
冒
頭
の
文

中
に

《
先
師
之
願
》
と

あ
つ
た
の
が
注
目
さ
れ
る
程
度
で
、
輻
田
、
石

田
爾
氏
の
指

摘

の
如

く
、
最
澄
自
身
の
著
述

の
中
に
、
戒
壇
建
立

へ
の
強
い
意
志
を
記
し
た

文
言
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
以
上
、
大

乗
戒
壇
建
立
を
も
つ
て

最
澄
の
宿
願
と
言
ふ
こ
と
は
難
し
い
。

道
端
博
士
の
や
う
に
、
大
乗
戒
と
大
乗
戒
壇

と
に
明
確
な
匠
別
を
立

て
る
必
要
を
認
め
な
い
考

へ
方
も
あ
り
得
る
と

は
思
ふ
が
、
さ
う
で
あ

つ
て
も
、
大
乗
戒
が
允
許
さ
れ
る
以
上
大
乗
戒
壇
も
允
許
さ
れ
て
ゐ
る

と
迄
は
言
ふ
こ
と
が
出
來
て
も
、

そ
れ
を
戒
壇

の
允
許

で
あ
る
と
は
言

へ
ぬ
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
、
大
乗
戒
壇
建
立
こ
そ
最
澄
の
念
願

で
あ
る

と
迄
圭
張
す
る
の
は
、
飛
躍
が
過
ぎ
る
と
言
ふ
べ
き
で
は
な

か
ら

う

か
。
最
澄
自
身
が
強
調
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
畢
生
の
宿
願
で
あ
る
と
言

ひ
た
て
る
こ
と
は
、
最
澄
の
精
紳
を
斜
む
こ
と

と
は
別
の
こ
と
で
あ
ら

う
。詮

ず
る
所
、
最
澄
の
思
想
、
意
志
の
中
心
は
、
大
乗
戒
と
そ
の
猫
立

に
あ

つ
た
の
で
あ
り
、
大
乗
戒
壇
は
そ
の
延
長
上
の
派
生
的
問
題
で
あ

つ
た
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

最
澄
は
、
圓
戒
の
確
立

・
猫
立
に
件
な
つ
て
必
要
と
な
る
戒
壇

の
こ

最
澄
の
大
乗
戒
壇
に
つ
い
て

(高

佐
)
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最
澄
の
大
乗
戒
壇
に
つ
い
て

(高

佐
)

と
を
、
自

ら
の
圓
戒
思
想
や
教
團
運
螢
構
想
の
う
ち
に
當
然
持

つ
て
ゐ

た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
戒
壇
建
立
の
問
題
は
、
圓
戒
思
想
に
統
合
さ

れ
る
性
質

の
、
圓
戒
思
想
の

一
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を

過
度
に
強

調
す
る
こ
と
は
、
最
澄
の
眞
意
を
逸
す
る
畏
れ
が
あ
る
と
言

は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

1
 
大
學
敏
養
課
程
程
度

の
概
説
書
等

で
は
、
今

日
で
も
さ
う
扱

は
れ
て
ゐ

る
こ
と
が
多

い
や
う

で
あ

る
。
具
膿
例
は
省
略
す

る
。

2
 
天
台
學
會
編
 
福
井
康
順
監
修

『
傅
教

大

師

研

究

 
別

巻
』
6
4
7
-
6
4
9

頁

3
 
幅

田
尭
穎

『
天
台
學
概
論
』
5
4
1
-
5
4
4
頁

4
 
石
田
瑞
暦

『
日
本
仏
教

に
お
け
る
戒
律

の
研
究

』
1
4
7
頁

5
 
道
端
艮
秀

「
大

乗
戒
壇

と

菩
薩
僧
」

(
天
台

學
會

編

『
傅

教

大

師

研

究
』
所
牧
)

6

『
傅
全
』

一
・
5
8
8
頁
 
尚
ほ
返
り
黙
は
道

端
博
士

に
從

つ
た
。

7

『
傅
全
』

五

・
附

録
1
0
9
頁

3
 
幅

田
師

の
如
く
、

戒
壇
允
許

で
な
い
謹
擦

を
数

へ
上
げ

る
こ
と
は
、

こ

の
場
合
必
要
な

い
も

の
と
考

へ
る
。
官

符
で
何
が
允
許

さ
れ
て
ゐ
る
か

が
問
題

で
あ

る
時
、

官
符

の
文
言

に
書
か
れ
て
ゐ
な

い
こ
と
が
允
許

さ

れ

て
ゐ
る
主
要

な
事
項

で
あ

る
、
と

い
ふ
や
う
な

こ
と
は
お
よ
そ
考

へ

ら
れ
な

い
か
ら
で
あ

る
。
繰
り
返
し

に
な
る
が
、

こ
れ
は
最

澄

の
思

想

や
意
志
と

は
別

の
問
題

な
の
で
あ

る
。

9
 

尚

ほ
、
『
傅
述

一
心
戒
文
』

で
は
こ
の
官

符

を

《
菩
薩

僧
官

符
》
と
言

つ
て
ゐ
る
。

(
『
傅
全
』

一
・
5
6
8
頁
)

ノ

ヲ

10
 
道

端
博
士

の
引
用
文

の
直
後

に

《
大
師
入
滅
之
後
。

不
レ
知
二
其
趣
叩》
と

あ

る
の
は
興
味
深

い
記
述

で
あ

る
。

1
1
『
傅
全
』

一
・
6
3
7
-
6
0
9
頁
3
8

頁

1
2
 
以下
九
院
を
定
め
る
理
由
を
列
羅
す

る
が
省
略
す

る
。
『
傅
全
』

一
5
3
3

頁

13
『

傅
全
』

五

・
3
7
5
頁

『
九
院
事
』

は
偽
撰

と
さ
れ

て
ゐ
る
が
、

九
院

の

中

に
戒
壇

院
が
含

ま
れ
る

こ
と
自
膿
に

は
、

異
論

は
な
い
も

の
と
考

へ

る
。

14
 
福

田
前
掲
書
 
6
5
3
頁

〔

〕

内
は
引
用
者
が
補

つ
た
。

1
5
『
天
台

學
概
論
』

は
、
そ

の

「
例
言
」

に
ょ
れ
ば
、

幅
田
師

の

ノ
ー
ト

を
武
田
新
吉
氏
が
纏

め
た
も

の
で
あ
る
、

と

の
こ
と
で
あ

る

の
で
、
あ

る

い
は
武

田
氏

の
考

へ
が
混
入
し
て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
か
。

《
戒
壇
建
立

の
宿
志
》
と

い
ふ
表
現

は
、

先

の
、

弘
仁
十

三
年

六
月

十

一
日

の
官
符

は
大
乗
戒
壇

の
允
許
で

は
な
い
と
す
る
反
謹

の
第

二
項

等
と
齪
齢
す

る
感

の
あ

る
こ
と
は
否

め
な

い
が
…
…
。

16
 
石

田
前
掲
書
1
2
5頁

〔

〕
内

は
引
用
者
。

<

キ
ー
ワ
ー
ド
>

最
澄
、

大

乗
戒
壇
、

圓
戒
思
想

(
立
正
大
學
助
手
)
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